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※審査事項

ア成果交付申請の成果を使用していること。

イ分筆に伴う地積測量図（分筆計画図）は、次の要件を

全て満たしていること。

（ア）地籍調査で設置された基準点を使用していること。

（イ）基準点の点名、公共座標値、測地系等の表示が

一致していること。

（ウ）筆界点の点名、公共座標値が一致していること。

（エ）分筆による筆界点の新点の公共座標値が、筆界線

の直線上にあること。

（オ）分筆による筆界点の新点が追加される隣接地の計算

面積（小数第2位まで）が変動しないこと。なお、やむを

得ず計算面積が変動する場合は、事前に協議すること。

ウ申請地における筆界点に接する全ての土地所有者に、

同意を得ること。

※


